
教育施設向け_3D プリンター用 STL データ_ライセンス契約書 

株式会社 M&C テクノロジー（以下「甲」という）と、 

合同会社 Re あすとれ（以下「乙」という）は、 

甲が提供する「うぉーたーぷにぷに LAND」3D プリンター用データの利用について、以下のとおり契約（以下「本契

約」という）を締結する。 

 

第 1 条（所有権および著作権） 

本契約に基づき提供される 3D プリンター用データ（STL データおよび G コード。以下「本データ」という）の著作

権および所有権は、すべて甲に帰属するものとする。 

乙には、本契約に定める範囲内において、本データを使用する非独占的かつ譲渡不能な使用権のみが付与される。 

本データの再配布、譲渡、貸与、販売、その他これらに準ずる行為は禁止する。 

 

第 2 条（データの内容および機能） 

本データは、以下の形式から選択できるものとする。なお、両方の形式を希望する場合であっても、追加料金は発生し

ない。 

1-STL データ 

 スライサーソフトを用いて、サイズ変更および一部加工を行うことができる。 

2-G コード 

 3D プリンターでそのまま使用可能なデータであり、内容の変更は一切認められない。 

 

第 3 条（禁止行為） 

乙は、以下の行為を行ってはならない。 

本データの全部または一部の再配布、販売、譲渡。 

本契約で定められた使用目的以外での利用。 

本契約に定める利用範囲を超えた使用。 

 

第 4 条（使用期限） 

本データの使用期限は、購入日より 1 年間とする。 

契約期間中においては、本データを利用して作成する制作物の数量、色、サイズについて制限を設けない。 

使用期限満了後は、本データの利用を一切禁止する。 

 

第 5 条（制作物の用途） 

本データを用いて作成された制作物の用途は問わないものとする。 

商用目的での利用も可能とする。 

 

第 6 条（免責事項） 

乙が本データを使用したことにより生じた、いかなる損害、事故、トラブルについても、甲は一切の責任を負わないも

のとする。 

 

第 7 条（印刷物および制作物の廃棄） 

本契約終了後、乙は、本契約に基づき作成または保管していた印刷物および制作物を、速やかに適切な方法により廃

棄するものとする。 



ただし、甲から別途指示があった場合には、当該指示に従うものとする。 

廃棄に要する費用は乙の負担とし、甲に対して一切の請求を行わないものとする。 

 

第 8 条（契約解除） 

本契約条項に違反した場合、甲は事前の通知なく、乙に付与された使用権を停止または取消すことができるものとす

る。 

以上、本契約の内容を確認し、これに同意した証として、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有す

る。 

 

【署名欄】 

甲 

所在地：540-0012 大阪市中央区谷町三丁目 2-15 松本ビル 401 

会社名：株式会社 M&C テクノロジー 

代表者名：代表取締役社長 賀金晶   

 


